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【
主
祭
神
】
伊
弉
諾
神

【
宮
司
】

井
上
　
清

【
由
緒
沿
革
】
勝
田
郡
奈
義
町
成

松
字
奥
の
宮
に
あ
る
神
社
。
当
社

は
、
貞
観
五
年
に
従
五
位
下
か
ら

従
五
位
上
に
神
階
が
進
め
ら
れ

た
。
社
伝
に
よ
れ
ば
往
古
、
美

作
・
因
幡
国
境
の
奈
義
山
頂
神
尾

峰
に
鎮
座
し
、
奈
義
大
明
神
と
号

し
た
の
が
、
風
雪
の
た
め
し
ば
し

ば
社
殿
が
破
損
し
た
の
で
、
両
国

各
山
麓
に
勧
請
す
る
に
至
っ
た
と

い
う
。
貞
応
二
年
に
豊
田
荘
奈
義

山
城
主
菅
原
満
佐
に
よ
っ
て
成
松

不
老
の
杜
に
遷
さ
れ
、
諾
大
明
神

と
改
号
し
た
。
天
正
十
八
年
、
豊

臣
秀
吉
の
検
地
の
祭
に
社
領
を
失

い
、
そ
の
後
、
享
保
元
年
火
災
に

遭
い
、
同
二
年
に
再
建
。
明
治
六

年
に
村
社
に
列
格
し
、
成
松
神
社

と
改
号
し
た
が
、
同
十
六
年
旧
号

に
復
し
た
。
同
四
十
一
年
の
陸
軍

日
本
原
演
習
地
設
定
の
影
響
を
受

け
、
大
正
五
年
に
現
在
の
地
に
遷

座
し
た
。
同
十
年
郷
社
に
、
昭
和

二
年
に
県
社
に
昇
格
し
た
。
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新
玉
の
年
の
初
め
に
あ
た
り
、
聖

寿
万
歳
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
隆

昌
、
県
内
各
神
社
社
頭
の
御
神
威
昂

揚
と
、
神
職
氏
子
崇
敬
者
各
位
の
平

安
を
お
祈
り
し
、
謹
ん
で
新
年
の
お

慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
、
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ

ま
し
て
は
、
御
即
位
十
年
と
い
う
慶

節
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
、
天
機
麗
し

く
、
御
公
務
に
精
励
遊
ば
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
洵
に
慶
賀
に
堪

え
な
い
処
で
あ
り
ま
す
。

去
る
、
十
一
月
十
二
日
に
は
政
府

主
催
に
よ
る
記
念
式
典
が
挙
行
、
こ

れ
に
併
せ
て
、『
天
皇
陛
下
御
即
位

十
年
奉
祝
委
員
会
』
に
よ
る
国
民
祭

典
が
皇
居
前
広
場
に
お
い
て
盛
大
に

催
さ
れ
、
国
民
挙
げ
て
奉
祝
の
誠
を

捧
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と

は
、慶
賀
の
極
み
に
存
じ
上
げ
ま
す
。

岡
山
県
に
お
き
ま
し
て
も
、
日
本

会
議
岡
山
の
主
催
で
奉
祝
の
誠
を
捧

げ
る
こ
と
が
出
来
、
慶
び
に
堪
え
ま

せ
ん
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
こ
の
十
年
余

り
の
年
月
の
間
に
は
、
国
内
外
で

様
々
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。

阪
神
淡
路
大
震
災
を
始
め
と
す
る

様
々
な
自
然
災
害
、
バ
ブ
ル
経
済
の

崩
壊
か
ら
経
済
は
低
迷
し
、
会
社
や

銀
行
の
倒
産
・
就
職
難
・
リ
ス
ト
ラ

の
嵐
な
ど
大
き
な
社
会
不
安
を
抱
え

て
お
り
、
こ
れ
ら
に
拍
車
を
か
け
る

よ
う
に
政
界
の
混
乱
、
教
育
の
荒
廃

が
進
ん
で
お
り
、
ま
さ
に
混
迷
を
極

め
て
お
り
ま
す
。
海
外
に
目
を
向
け

ま
す
と
冷
戦
終
結
後
も
頻
発
し
て
い

る
民
族
間
の
地
域
紛
争
、
多
く
の
死

傷
者
を
出
し
て
、
未
だ
に
復
興
の
兆

し
も
見
え
無
い
ト
ル
コ
大
地
震
・
国

内
に
も
多
く
の
経
済
的
打
撃
を
与
え

た
台
湾
大
地
震
等
が
思
い
起
こ
さ
れ

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
困
難
な
時
代
の
中
に

あ
っ
て
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
か

せ
ら
れ
ま
し
て
は
、
皇
室
の
伝
統
を

受
け
継
が
れ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
国

家
国
民
の
安
寧
と
世
界
の
平
和
を
祈

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

洵
に
有
り
難
く
畏
れ
多
い
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

我
々
県
内
神
社
関
係
者
に
お
き
ま

し
て
も
、
皇
室
敬
慕
の
念
を
県
民
に
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岡
山
県
神
社
庁
長
　
湯
浅
　
正
敬

年
頭
の
ご
挨
拶

よ
り
一
層
訴
え
か
け
、
神
社
本
庁
が

強
力
に
展
開
い
た
し
て
お
り
ま
す

『
皇
室
尊
厳
護
持
運
動
』
を
推
進
し

て
、
平
成
の
御
代
が
平
和
で
豊
か
な

御
代
と
し
て
益
々
栄
え
行
く
よ
う
に

祈
念
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

本
年
は
、
西
暦
で
言
い
ま
す
と
こ

ろ
の
二
十
世
紀
最
後
の
年
に
あ
た

り
、
今
世
紀
初
頭
に
起
こ
り
ま
し
た

大
戦
に
よ
り
、
我
が
国
は
敗
戦
の
憂

き
目
に
合
い
、
戦
勝
国
の
暫
定
統
治

時
代
に
植
え
付
け
ら
れ
た
、
歪
ん
だ

歴
史
観
の
呪
縛
は
、
五
十
年
以
上
た

っ
た
今
も
、
我
々
を
苦
し
め
て
お
り

ま
す
。先
に
述
べ
た
世
情
の
乱
れ
も
、

こ
れ
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

我
々
神
社
人
は
、
歪
ん
だ
歴
史
感

を
是
正
し
英
霊
の
顕
彰
と
国
体
の
護

持
、
我
が
国
古
来
か
ら
培
わ
れ
て
き

た
伝
統
文
化
を
受
け
継
い
で
行
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
、
蔓
延
す

る
『
国
家
神
道
』
に
つ
い
て
の
誤
っ

た
認
識
を
覆
す
べ
く
、
神
道
政
治
連

盟
岡
山
県
本
部
、
日
本
会
議
岡
山
等

と
連
携
し
、
来
世
紀
に
残
す
べ
き
価

値
の
あ
る
物
を
一
つ
で
も
多
く
残
せ

る
よ
う
、
本
年
を
『
未
来
に
向
け
た

第
一
歩
の
年
』
と
致
し
た
く
存
じ
ま

す
。最

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
年
も

関
係
各
位
に
と
り
ま
し
て
、
最
良
の

佳
き
年
と
な
り
ま
す
よ
う
御
祈
念
申

し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の
御
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

十
一
月
十
七
日

午
後
一
時
半
よ
り

神
社
庁
三
階
に
於

い
て
、
協
議
員
定

数
五
十
二
名
中
、

三
十
三
名
が
出
席

の
下
、
平
成
十
一

年
臨
時
協
議
員
会

が
開
催
さ
れ
た
。

先
ず
神
宮
遙
拝

の
後
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和
に
続

き
庁
長
の
挨
拶
が
な
さ
れ
左
記
議
案

の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

『
議
案
』

第
一
号
　
平
成
十
年
度
岡
山
県
神
社

庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出

第
二
号
　
平
成
十
年
度
岡
山
県
神
社

庁
別
途
会
計
収
支
決
算

第
三
号
　
平
成
十
年
度
岡
山
県
神
社

庁
事
業
会
計
収
支
決
算
書

第
四
号
　
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録

第
五
号
　
平
成
十
一
年
度
岡
山
県
神

社
庁
一
般
会
計
補
正
予
算
案

議
場
で
は
、
各
議
案
が
慎
重
審
議

さ
れ
た
後
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ

午
後
四
時
頃
に
は
全
日
程
を
終
了
し

た
。

歳出の部 

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減 

200,000 

200,000 

200,000 

2,000,000 

2,000,000 

250,000 

150,000 

100,000 

206,000 

2,656,000 

2,000,000 

4,656,000

31,056,000 

4,200,000 

100,000 

9,200,000 

8,000,000 

530,000 

150,000 

200,000 

2,140,000 

118,365,000 

5,000,000 

123,365,000

31,256,000 

4,400,000 

300,000 

11,200,000 

10,000,000 

780,000 

300,000 

300,000 

2,346,000 

121,021,000 

7,000,000 

128,021,000

Ⅲ事 務 局 費  

　５庁 　 費  

　（７   雑　　　費 

Ⅴ各 種 積 立 金  

　３庁舎建設資金積立金 

�渉 外 費  

　１友好団体関係費 

　２時 局 対 策 費  

�予 備 費  

　当期歳出合計 

　次 期 繰 越 金  

　歳 出 合 計  

歳入の部 

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減 

0 

4,656,000 

4,656,000

112,665,000 

10,700,000 

123,365,000

112,665,000 

15,356,000 

128,021,000

　当期歳入合計 

　前 期 繰 越 金  

　歳 入 合 計  

平成11年度 
岡 　 山 　 県 　 神 　 社 　 庁  

歳入歳出補正予算 
平成11年7月1日～平成12年6月30日 

平成11年

臨時協議員会開催される
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歳入の部 

歳出の部 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

　１神 殿 奉 斎 費  

Ⅲ事 務 局 費  

　１表彰並びに儀礼費 

　（１各種表彰費） 

　（２慶　弔　費） 

　２会 　 議 　 費  

　（１役 員 会 費） 

　（２協議員会費） 

　（３支部長会議費） 

　（４各種委員会諸費） 

　（５諸　　　費） 

　３役 員 関 係 費  

　（１役 員 報 酬） 

　（２各種委員手当） 

　（３教誨師関係費） 

　（４視察研修費） 

　（５地区会議関係費） 

　４給料及び福利厚生費 

　（１給　　　料） 

　（２諸　手　当） 

　（３各種保険料） 

　（４職員厚生費） 

　５庁 　 　 　 費  

　（１備　品　費） 

　（２図書印刷費） 

　（３消 耗 品 費） 

　（４水道光熱費） 

　（５通信運搬費） 

　（６傭　人　費） 

　（７雑　　　費） 

　６交 　 際 　 費  

　７旅 　 　 　 費  

　８管 　 理 　 費  

　（１営繕管理費） 

　（２防　災　費） 

　（３諸　　　費） 

Ⅳ指 導 奨 励 費  

　１教 化 事 業 費  

　（１教　化　費） 

　（２広　報　費） 

　（３神社振興対策費） 

　（４青少年対策費） 

　２神社庁研修所費 

　（１研　修　費） 

　（２研修奨励費） 

　３祭 祀 研 究 費 

 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

43,000 

△5,000 

48,000 

△126,285 

△126,285 

△1,740 

△1,740 

△39,350 

37,600 

10 

△352,500 

△352,500 

△388,500 

0 

36,000 

0 

518,000 

458,000 

60,000 

△96,277 

△96,277 

△55,956 

△3,590 

25,456 

△62,187 

△890,000 

△890,000 

△905,802

1,074,000 

646,000 

428,000 

73,715 

73,715 

36,918,260 

36,918,260 

25,804,650 

9,267,600 

1,846,010 

67,437,500 

67,437,500 

911,500 

66,000,000 

276,000 

250,000 

3,318,000 

3,058,000 

260,000 

2,880,723 

2,880,723 

276,044 

41,410 

1,825,456 

737,813 

610,000 

610,000 

112,312,198 

11,607,135 

123,919,333

△19,200 
△79,200 
△19,200 

（△79,200） 
25,500 

（△34,500） 

△44,700 

△30,097

2,580,800 

2,580,800 

2,265,500 

315,300 

319,903

1,031,000 

651,000 

380,000 

200,000 

200,000 

36,920,000 

36,920,000 

25,844,000 

9,230,000 

1,846,000 

67,790,000 

67,790,000 

1,300,000 

66,000,000 

240,000 

250,000 

2,800,000 

2,600,000 

200,000 

2,977,000 

2,977,000 

332,000 

45,000 

1,800,000 

800,000 

1,500,000 

1,500,000 

113,218,000

2,600,000 
（2,660,000） 
2,600,000 

（2,660,000） 
2,240,000 

（2,300,000） 

360,000 
 

350,000

△30,097 

 

△126,500 

△41,500 

△85,000 

△276,630 

△86,610 

15,500 

△460 

△181,560 

△23,500 

15,470 

0 

0 

15,470 

0 

0 

△1,611,652 

△2,000 

△926,927 

△606,295 

△76,430 

 

△108,776 

△152,666 

△43,890 

18,213 

△49,580 

 

△70,086 

△75,028 

58,339 

△262,410 

△193,300 

△34,980 

△34,130 

△1,538,584 

△600,025 

△320,020 

△115,165 

0 

△164,840 

△634,429 

△574,429 

△60,000 

△304,130

319,903 

29,014,504 

873,500 

658,500 

215,000 

1,023,370 

313,390 

415,500 

99,540 

118,440 

76,500 

1,745,470 

1,160,000 

170,000 

165,470 

150,000 

100,000 

18,895,348 

10,128,000 

6,703,073 

1,978,705 

85,570 

3,705,915 

191,224 

397,334 

956,110 

648,213 

850,420 

432,700 

229,914 

524,972 

1,858,339 

387,590 

56,700 

265,020 

65,870 

6,291,416 

3,649,975 

979,980 

2,184,835 

350,000 

135,160 

1,165,571 

925,571 

240,000 

195,870

350,000 

 

1,000,000 

700,000 

300,000 

1,300,000 

400,000 

400,000 

100,000 

300,000 

100,000 

1,730,000 

1,160,000 

170,000 

150,000 

150,000 

100,000 

20,507,000 

10,130,000 

7,630,000 

2,585,000 

162,000 

 

300,000 

550,000 

1,000,000 

630,000 

900,000 

 

300,000 

600,000 

1,800,000 

650,000 

250,000 

300,000 

100,000 

7,830,000 

4,250,000 

1,300,000 

2,300,000 

350,000 

300,000 

1,800,000 

1,500,000 

300,000 

500,000

△304,130 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

△16,484 

△16,484 

△1,108 

△1,108 

△420 

0 

△688 

△395,000 

△10,000 

△385,000 

0 

0 

79,310 

△690 

80,000 

△592,410 

△192,565 

△371,853 

△27,992 

 

 

 

195,870 

1,280,000 

500,000 

100,000 

50,000 

150,000 

100,000 

100,000 

40,000 

200,000 

40,000 

 

 

6,200,000 

5,000,000 

200,000 

1,000,000 

683,516 

683,516 

18,668,892 

18,668,892 

51,580 

5,158,000 

13,459,312 

415,000 

140,000 

115,000 

60,000 

100,000 

37,403,310 

2,953,310 

34,450,000 

6,985,590 

807,435 

628,147 

5,550,008 

0 

108,562,931 

15,356,402 

123,919,333

500,000 

1,280,000 

500,000 

100,000 

50,000 

150,000 

100,000 

100,000 

40,000 

200,000 

40,000 

0 

0 

 

 

200,000 

1,000,000 

700,000 

700,000 

18,670,000 

18,670,000 

52,000 

5,158,000 

13,460,000 

810,000 

150,000 

500,000 

60,000 

100,000 

37,324,000 

2,954,000 

34,370,000 

7,578,000 

1,000,000 

1,000,000 

5,578,000 

 

 

 

 

　（１祭祀研究諸費） 

　４各 種 補 助 金  

　（１神青協補助金） 

　（２氏青協補助金） 

　（３県教神協補助金） 

　（４婦人神職会補助金） 

　（５県敬婦連補助金） 

　（６神楽部補助金） 

　（７作州神楽補助金） 

　（８支部長懇話会補助金） 

　（９神宮大祭派遣補助金） 

　（１０神職養成補助金） 

　（１１地区大会援助金） 

Ⅴ各 種 積 立 金  

　１職員退職給与積立金 

　２役員退任慰労金積立金 

　３庁舎建設資金積立金 

Ⅵ神社関係者大会費 

　１神社関係者大会費 

Ⅶ負 　 担 　 金  

　１負 　 担 　 金  

　（１本庁災害慰謝負担金） 

　（２本庁負担金） 

　（３本庁特別納付金） 

Ⅷ渉 　 外 　 費  

　１友好団体関係費 

　２時 局 対 策 費  

　３同 和 対 策 費  

　４神政連関係費 

Ⅸ支 部 関 係 費  

　１負担金報奨費 

　２神宮神徳宣揚費交付金 

Ⅹ大麻頒布事業関係費 

　１大麻頒布推進費 

　２頒 布 事 務 費 

　３頒布事業奨励費 

XII予 　 備 　 費  

　当期歳出合計 

　次 期 繰 越 金  

　歳 出 合 計  

Ⅰ神饌及幣帛料  

　１本 　 庁 　 幣  

　２神饌及初穂料 

Ⅱ財 産 収 入 

　１基本財産収入 

Ⅲ負 　 担 　 金  

　１負 　 担 　 金  

　（１神社負担金） 

　（２神職負担金） 

　（３支部負担金） 

Ⅳ交 　 付 　 金  

　１本 庁 交 付 金  

　（１本庁交付金） 

　（２神宮神徳宣揚費交付金） 

　（３本庁補助金） 

　（４振興対策補助金） 

Ⅴ寄 　 付 　 金  

　１神社特別寄贈金 

　２寄 　 付 　 金 

Ⅵ諸 　 収 　 入  

　１諸 　 収 　 入  

　（１表 彰 金 ） 

　（２預 金 利 子） 

　（３申請料・任命料） 

　（４雑 収 入） 

Ⅶ繰 　 入 　 金  

　１繰 　 入 　 金  

　当期歳入合計 

　前 期 繰 越 金  

　歳 入 合 計  

平成10年度 
岡 　 山 　 県 　 神 　 社 　 庁  

一般会計決算書  
平成10年7月1日～平成11年6月30日 

歳入総額　　　123,919,333円也 
歳出総額　　　108,562,931円也 
差引残額　　　　15,356,402円也 
　　　　　　　　（次年度へ繰越） 

Ⅰ幣 　 帛 　 料  

　１幣 　 帛 　 料  

　（１本　庁　幣） 

　（２神 社 庁 幣） 

Ⅱ神 　 事 　 費  

款内流用を認める 

3,000,000 
（11,607,135） 
116,218,000 
（124,825,135） 

8,607,135 
（0） 

7,701,333 
（△905,802） 

31,367,000 
（31,867,000） 

△2,352,496 
（△2,852,496） 

3,780,000 
（4,280,000） 

△74,085 
（△574,085） 

100,000 
（600,000） 

332,700 
（△167,300） 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

4,200,000 
（6,200,000） 

2,000,000 
（0） 

2,000,000 
（0） 

3,000,000 
（5,000,000） 

1,789,000 
（2,836,135） 

△1,789,000 
（△2,836,135） 

113,218,000 
（116,825,135） 

△4,655,069 
（△8,262,204） 

3,000,000 
（8,000,000） 

12,356,402 
（7,356,402） 

116,218,000 
（124,825,135） 

7,701,333 
△905,802
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岡
山
県
神
社
庁
青
少
年
対
策
委
員
会

（
岡
本
光
正
委
員
長
）
で
は
、
恒
例

の
「
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
」
の
第
五

回
目
を
、
平
成
十
一
年
八
月
二
日
か

ら
四
日
ま
で
の
二
泊
三
日
の
日
程
で

実
施
し
た
。
参
加
者
は
三
十
六
名

（
内
、
小
学
男
子
六
人
、
中
学
男
子

十
人
、
小
学
女
子
十
六
人
、
中
学
女

子
四
人
）
と
引
率
の
神
職
六
名
で
あ

っ
た
。

募
集
の
目
的
と
し
て
は
、
本
宗
と

仰
ぐ
『
神
宮
』
へ
参
拝
し
、
神
域
を

散
策
、
関
係
施
設
の
見
学
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、『
神
宮
』
を
正
し
く
理

解
し
、
次
回
の
遷
宮
を
担
う
県
民
の

一
人
と
し
て
の
自
覚
を
啓
発
す
る
こ

と
に
努
め
る
こ
と
を
、
掲
げ
た
。

一
日
目
　
今
年
も
津
山
出
発
、
バ

ス
は
南
下
し
岡
山
駅
前
で
全
員
揃

う
。
車
中
の
人
と
な
り
、
自
己
紹

介
・
ク
イ
ズ
・
沿
線
の
案
内
と
和
気

あ
い
あ
い
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。

今
年
は
八
月
初
旬
の
こ
と
も
あ
り
、

バ
ス
は
快
調
に
時
間
通
り
に
進
ん
で

い
っ
た
。二
見
興
玉
神
社
で
浜
参
宮
。

明
日
の
神
宮
に
備
え
心
身
を
清
め

る
。二

日
目
　
三
日
間
の
眼
目
と
な
る

神
宮
参
拝
を
行
う
。
先
ず
は
外
宮
、

そ
し
て
内
宮
と
そ
の
足
を
進
め
る
。

手
水
、
拝
礼
と
そ
の
所
作
に
も
普
段

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り 
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り 

参
拝
報
告 

竹
原
神
社
　

中
田
　
保 

と
は
違
う
も
の
を
感
じ
る
。
今
年
も

神
宮
職
員
の
方
よ
り
、
神
宮
の
説
明

を
伺
う
。
昼
食
の
後
、
滝
原
宮
参
拝
。

川
の
せ
せ
ら
ぎ
に
心
洗
わ
れ
る
思
い

で
あ
っ
た
。
参
拝
後
は
、
き
つ
つ
き

館
（
木
工
製
品
の
販
売
）、
昆
虫
館

の
見
学
。

三
日
目
　
二
泊
し
た
神
宮
会
館
に

別
れ
を
告
げ
、

一
路
大
津
の
建

部
大
社
に
向
か

う
。
昼
食
の
後

琵
琶
湖
を
臨
み

な
が
ら
近
江
神

宮
に
到
着
。
自

由
参
拝
の
後
時

計
博
物
館
の
見

学
。
し
ば
し
天

智
天
皇
の
御
事

跡
を
偲
ぶ
。
全

て
の
日
程
を
こ

な
し
、
帰
路
に

つ
く
。
全
員
無

事
に
岡
山
到
着

で
三
日
間
の
楽

し
い
伊
勢
ま
い

り
は
終
了
し
た
。

今
年
は
例
年

に
な
く
淡
々
と

粛
々
と
し
た
感

じ
で
あ
っ
た
。

毎
年
何
人
か
の

顔
馴
染
み
の
子
供
も
い
る
が
、
年
々

新
規
参
加
者
が
増
え
て
い
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
参
加
し
て
良
か

っ
た
の
は
二
十
人
、
神
宮
へ
又
お
詣

り
し
た
い
の
は
二
十
三
人
、
友
達
が

出
来
て
楽
し
か
っ
た
の
は
三
十
三

人
。
良
か
っ
た
所
、
つ
ま
ら
な
か
っ

た
所
に
各
神
社
が
出
て
い
る
の
は
、

子
供
の
こ
と
だ
か
ら
或
程
度
は
仕
方

の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、神
宮
を
始
め
各
神
社
に
参
拝
し
、

神
様
と
の
ご
縁
を
結
ん
だ
こ
と
、
神

様
の
い
ぶ
き
に
触
れ
た
こ
と
は
将
来

必
ず
や
心
の
糧
に
な
る
も
の
で
す
。

心
正
し
き
日
本
男
児
（
や
ま
と
お
の

こ
）、
操
正
し
き
大
和
撫
子
と
な
り
、

明
日
の
御
國
を
立
て
直
し
て
欲
し
い

も
の
で
す
。

今
年
で
五
回
目
に
な
る
伊
勢
ま
い

り
も
段
々
と
県
内
に
浸
透
し
て
き
て

い
る
様
子
。
募
集
時
期
の
見
直
し
、

参
加
者
へ
の
呼
び
か
け
方
法
等
ま
だ

ま
だ
改
善
の
余
地
は
あ
り
ま
し
ょ
う

が
、
英
知
を
出
し
合
い
立
派
な
伊
勢

ま
い
り
で
、
夏
休
み
恒
例
の
行
事
に

な
れ
ば
と
思
う
次
第
で
す
。



晴
天
に
恵
ま
れ
た
初
冬
の
日
、
平

成
十
一
年
十
一
月
六
日
、
岡
山
県
農

業
会
館
大
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
県
内

各
地
か
ら
の
関
係
者
六
百
人
が
会
場

を
埋
め
た
。

主
催
は
日
本
会
議
岡
山
・
後
援
と

し
て
岡
山
県
・
岡
山
市
他
六
団
体
。

日
本
会
議
岡
山
を
構
成
す
る
団
体
は

神
社
庁
を
含
め
二
十
八
。

第
一
部
は
奉
祝
式
典
、
国
旗
に
敬

礼
、
国
歌
斉
唱
の
後
、
主
催
者
代
表

と
し
て
木
村
睦
男
　
日
本
会
議
岡

山
・
会
長
の
挨
拶
。
石
井
岡
山
県
知

事
、
萩
原
岡
山
市
長
等
の
祝
辞
と
続

い
た
。

第
二
部
は
清
興
と
し
て
、
関
心
流

吟
詩
会
門
下
に
よ
る
天
皇
陛
下
の
御

製
朗
詠
。
剣
扇
舞
は
菊
水
流
の
清
純

な
少
女
二
人
。

梶
谷
忠
二
氏
の
先
導
で
聖
寿
万
歳

三
唱
で
よ
り
盛
り
上
が
っ
た
。

小
憩
の
後
、（
財
）小
野
田
自
然
塾

理
事
長
・
小
野
田
寛
郎

氏
に
よ
る
、
天
皇
陛
下

の
ご
命
令
が
私
の
総
て

「
極
限
で
私
を
支
え
た

も
の
」
と
題
す
る
講
演

が
あ
り
、
午
後
一
時
半

閉
会
し
た
。

散
会
の
こ
と
ば
と
し

て
、
神
社
庁
本
郷
弘
之

参
事
が
、
副
議
長
の
代

表
と
し
て
挨
拶
し
、
祝

日
を
迎
え
て
も
、
国
旗

の
掲
揚
さ
れ
る
家
庭
の

皆
無
に
近
い
こ
と
を
憂

い
、
秋
分
の
日
か
ら
は
、

県
下
一
円
日
の
丸
が
は

た
め
く
国
に
し
よ
う
と

締
め
く
く
っ
た
。

ち
な
み
に
、
神
社
庁

か
ら
の
参
加
者
は
約
五

十
名
で
あ
っ
た
。
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天
皇
陛
下
御
即
位
十
年

奉
祝
県
民
の
集
い

標
記
の
会
議
が
、
平
成
十
一
年
九

月
六
・
七
日
の
両
日
　
鳥
取
県
神
社

庁
と
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
鳥
取

を
会
場
に
し
て
開
催
さ
れ
た
。

本
県
か
ら
は
、
教
化
副
委
員
長

横
林
武
彦
宮
司
、
教
化
教
宣
部
長

福
田
隆
宮
司
、
渉
外
担
当
理
事
　
横

林
重
美
宮
司
、
教
化
広
報
副
部
長

渡
邉
宣
也
宮
司
の
四
人
が
出
席
し

た
。

第
一
日
目
は
開
会
に
当
り
鳥
取
県

神
社
庁
永
江
則
英
教
化
部
長
（
副
庁

長
）
の
挨
拶
に
続
い
て
自
己
紹
介
が

あ
り
、
続
い
て
各
県
活
動
報
告
並
び

に
各
県
提
出
議
案
の
発
表
が
行
わ
れ

た
。岡

山
県
は
、
横
林
武
彦
副
委
員
長

が
代
表
し
て
、
本
県
四
部
会
の
平
成

十
年
度
の
活
動
報
告
と
、
平
成
十
一

年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
説
明
し

た
。広

島
県
の
十
一
年
度
の
計
画
の
中

で
、
庁
報
の
発
行
を
八
月
は
青
年
神

職
会
で
、
十
二
月
は
教
化
委
員
会
で

担
当
し
て
い
る
こ
と
。

鳥
取
県
の
報
告
で
、
神
楽
の
研
修

会
四
回
、浦
安
の
舞
研
修
会
五
回
と
、

い
ず
れ
も
神
社
庁
主
催
で
開
催
さ
れ

て
い
る
。

山
口
県
で
は
、
平
成
十
年
か
ら
三

ヶ
年
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
教
学
・

調
査
研
究
の
推
進
を
教
化
活
動
の
基

本
に
置
く
と
し
て
い
る
。
更
に
社
頭

講
話
の
実
践
と
充
実
を
図
る
と
し
、

教
化
委
員
会
の
活
動
と
し
て
、
社
報

の
刊
行
の
勧
奨
・
由
緒
板
の
設
置
勧

奨
を
挙
げ
て
い
る
。

島
根
県
は
、神
宮
大
麻
の
増
頒
布
、

家
庭
祭
祀
の
振
興
、
国
旗
掲
揚
、
国

歌
斉
唱
運
動
の
推
進
を
う
た
っ
て
い

る
。ま

た
一
日
目
の
午
後
か
ら
、
二
日

目
の
午
前
中
に
か
け
て
、「
同
和
問

題
研
修
会
」
と
題
し
て
、
各
県
の
取

り
組
み
の
発
表
が
あ
っ
た
。

島
根
県
・
鳥
取
県
は
、
一
〜
二
回

の
研
修
会
を
実
施
し
た
こ
と
の
報

告
。山

口
県
か
ら
は
、
天
皇
制
批
判
に

対
し
て
は
、
神
社
庁
と
し
て
「
同
宗

連
」
か
ら
の
脱
退
も
視
野
に
入
れ
て

い
る
こ
と
。
広
島
県
は
、「
解
同
」

の
運
動
方
針
に
対
し
て
、
反
旗
を
翻

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

神
道
的
同
教
論
の
自
主
的
樹
立

部
落
差
別
の
撤
廃
と
人
権
尊
重
を

目
指
す
と
共
に
神
道
精
神
│
敬
神
・

尊
皇
・
崇
祖
の
確
立
と

教
育
勅
語
の
精
神
を
生
か
す
こ
と

を
重
点
と
し
て
い
く
。
と
発
言
が
あ

っ
た
。

そ
の
他
個
人
的
発
言
と
し
て
、
女

子
の
生
理
は
穢
れ
か
？
。
神
域
に
女

性
を
入
れ
な
い
習
慣
が
あ
る
が
差
別

か
？
。
臭
気
の
強
い
食
品
は
ケ
ガ
レ

で
あ
る
。
祓
い
得
る
ケ
ガ
レ
と
、
祓

い
得
な
い
ケ
ガ
レ
が
あ
る
。

広
島
で
は
、
真
宗
に
よ
る
神
棚
お

ろ
し
運
動
が
あ
る
。
等
に
つ
い
て
発

言
が
あ
っ
た
。

最
後
に
永
江
副
庁
長
の
発
議
と
し

て
、「
国
旗
を
常
掲
す
る
神
社
に
し

よ
う
」
を
決
議
し
、
次
期
、
岡
山
県

で
の
開
催
を
約
し
て
閉
会
し
た
。

中国地区神社庁教化会議

並びに同和問題研修会　開く

第7回
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県
神
社
庁
教
化
委
員
会
が
、
氏
神

様
へ
の
初
詣
と
神
宮
大
麻
、
氏
神
様

の
神
札
を
家
庭
に
お
祀
り
す
る
家
庭

祭
祀
の
啓
蒙
を
広
く
一
般
に
呼
び
か

け
る
テ
レ
ビ
C
M
を
、
毎
年
末
に
岡

山
放
送
テ
レ
ビ
で
放
映
し
始
め
て
か

ら
久
し
い
が
、
今
回
四
年
振
り
に
新

し
い
V
C
M
を
制
作
し
た
。

岡
山
放
送
テ
レ
ビ
の
代
理
店
岡
山

サ
ン
ケ
イ
広
告
社
、
製
作
会
社
フ
ォ

ン
タ
ァ
ジ
ュ
の
ス
タ
ッ
フ
と
、
具
体

的
に
C
M
の
ね
ら
い
、
絵
コ
ン
テ
に

よ
る
画
面
構
成
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場

所
な
ど
話
し
合
い
制
作
に
は
い
っ

た
。ロ

ケ
地
は
今
回
も
神
社
で
行
う
と

い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
候
補
地
を
検

討
し
た
結
果
、
岡
山
市
東
山
、
玉
井

宮
東
照
宮
に
協
力
を
願
う
こ
と
に
な

り
、
十
一
月
十
日
現
地
ロ
ケ
を
行
っ

た
。
佐
々
木
宮
司
と
寄
島
町
大
浦
神

社
禰
宜
、
小
川
由
里
さ
ん
に
出
演
を

願
い
、
入
念
な
リ
ハ
ー
サ
ル
を
繰
り

返
し
数
場
面
の
シ
ー
ン
を
撮
影
し

た
。
撮
影
テ
ー
プ
は
こ
の
あ
と
ナ
レ

ー
シ
ョ
ン
、
B
G
M
を
加
え
て
編
集

さ
れ
十
一
月
下
旬
教
化
委
広
報
部
で

視
聴
し
、
例
年
の
よ
う
に
年
末
、
二

十
六
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の
六
日

間
三
十
九
本
を
岡
山
放
送
テ
レ
ビ
で

集
中
放
映
し
た
。
ま
た
ラ
ジ
オ
は
山

陽
放
送
ラ
ジ
オ
で
二
十
三
日
か
ら
二

十
八
日
ま
で
二
十
本
を
放
送
し
た
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
佐
々
木
宮

司
、
小
川
さ
ん
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
た
い
。
子
供
の
頃
か
ら
お
守
り
い

た
だ
い
て
い
る
氏
神
様
へ
の
初
詣

と
、
家
庭
の
神
棚
の
お
祀
り
を
、
心

を
こ
め
て
つ
と
め
て
行
こ
う
と
い
う

ね
ら
い
の
C
M
で
あ
る
が
、
み
な
さ

ん
い
か
が
視
聴
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

か
、
感
想
を
広
く
寄
せ
て
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。

（
広
報
部
長
・
小
野
）

写真はテレビCMの撮影風景

初詣　家庭祭祀をPR
新しいテレビCMを制作

研修会 
例年夏は研修のシーズンだが昨 
夏も県下でさまざまな研修が開 
催された。 

催　　日 研 修 会 名  研 修 会 場  受講者 

6月19日 

7月19日 

7月20日、21日 

7月24日 

8月1日～2日 

8月4日～5日 

8月7日 

8月8日 

8月13日 

8月17日～18日 

8月20日 

8月23日 

8月26日 

8月28日 

9月12日 

9月26日 

祭式研修会 

神道行法研修会 

祭祀舞（浦安舞）研修会 

祭式研修会 

祭祀舞（浦安舞）研修会 

雅楽（ヒチリキ）研修会 

祭式研修会 

祭式研修会 

祭式研修会 

稚楽（龍笛）研修会 

祭式研修会 

祭式研修会 

祭式研修会 

特殊神事研修会 

祭式研修会 

特殊神事研修会 

上房郡賀陽町、岩牟良神社 

倉敷市酒津、八幡神社、酒津公園プール 

新見市新見、船川八幡宮 

御津郡加茂川町、ハートオブおかやま会館 

上房郡賀陽町、上竹荘公民館 

新見市高尾、國司神社 

岡山市、岡山縣神社庁 

津山市一宮、中山神社 

岡山市、岡山縣遺族福祉会館 

新見市高尾、國司神社 

新見市高尾、國司神社 

岡山市、岡山縣護国神社 

岡山市吉備津、吉備津神社 

川上郡備中町、朝日堂 

井原市井原町、花月別館 

井原市井原町、花月別館 

15名 

9名 

 

12名 

 

3名 

11名 

18名 

35名 

7名 

27名 

8名 

31名 

14名 

10名 

10名 

神職3名外女児 
女生徒多数 

神職8名外女児 
女生徒多数 
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神社本庁研修所（研修室）

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-1-2

TEL（03）3379-8018

開催研修名及び期間・研修人員

開催場所

イ．神宮道場

〒516-0026 三重県伊勢市宇治浦田1-2-5

TEL（0596）24-1109

ロ．指導者養成研修は後日決定する。

研修対象者

1、指導神職研修（身分2級上基礎研修併設）

①正階以上の階位を有する者で、身分2級以上の神職

②権宮司を置く神社の宮司、及び本庁・神社庁の参事

に任用予定の者（その旨神社庁長の副申を要する）

③中堅神職研修の全課程（30日）を修了した者

2、中堅神職研修（身分2級基礎研修併設）

①3級以上の神職で5年以上の神職経歴を有し、各種研

修を4日間以上受講している者。但し、昭和50年7

月1日以降に神職に任用された者は、初任神職研修

を修了していなければならない。

②別表神社の宮司、権宮司及び本庁・神社庁の主事に

任用予定の者（その旨神社庁長の副申を要する）

3、明階基礎研修

・神職にして、正階を授与されてから、大学学部を卒

業した者又は神職養成機関普通課程を修了した者に

あっては7年以上、短期大学及びこれと同等以上の

学校を卒業した者にあっては10年以上、その他の者

にあっては12年以上在職し、成績特に優秀として神

社庁長の推薦を得た者（但し、既研修修了者を除く）

4、正階基礎研修

・神職にして、権正階を授与されてから、7年以上在

職する者又は4年以上在職する年齢44歳を過ぎた者

で、成績特に優秀として神社庁長の推薦を得た者

（但し、既研修修了者を除く）

5、指導者養成研修

①3級以上の神職で、5年以上の神職経歴を有し、神社

庁長が特に推薦する者。但し、昭和50年7月1日以

降に神職に任用された者は、初任神職研修を修了し

ていなければならない。

②神職以外の者で、研修所長が特に認めた者。

研修費用

指導神職研修　10日間5万円・5日間3万円

中堅神職研修　4万5千円

明階基礎研修　6万円

正階基礎研修　6万円

指導者養成研修は後日決定する。

手続

神社庁長の推薦を得て、申込書（全て履歴書を添付す

ること）を神社本庁研修所長宛提出のこと。

申込期限

各研修とも開催日の30日前までに必着厳守のこと。

その他

研修費の納入方法、携行品、研修者心得等は、入所承

認者宛通知する。 以上

8

7

6

5

4

3

2

神社本庁研修所直轄研修のお知らせ

人員 

45名 

45名 

 

45名 

45名 

45名 

45名 

日数 開催研修名 期間（いずれも平成11年） 

10日間 

10日間 

 

10日間 

10日間 

10日間 

10日間 

6月　8日～17日 

6月19日～28日 

 

7月　6日～15日 

9月19日～28日 

10月　4日～13日 

10月17日～20日 

平成11年度分 

第49回正階基礎研修（甲） 

第61回明階基礎研修（甲） 

平成12年度分 

第43回中堅神職研修 

第62回明階基礎研修（乙） 

第50回正階基礎研修（乙） 

第44回中堅神職研修 

1 主催
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神
社
振
興
対
策
の
指
定
を
受
け
る

に
あ
た
り
、
当
時
岡
山
県
神
社
庁
主

事
補
で
あ
っ
た
太
田
氏
よ
り
振
興
対

策
の
事
を
伺
い
知
り
、
早
速
総
代
会

に
て
協
議
を
し
「
や
っ
て
み
よ
う
」

と
の
総
代
一
同
の
声
が
そ
ろ
っ
た
と

こ
ろ
で
神
社
庁
へ
申
請
を
し
、
第
八

期
の
指
定
神
社
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し

た
の
が
平
成
八
年
で
す
。

当
初
は
活
動
内
容
も
氏
子
教
化
を

主
眼
に
し
て
、
社
殿
補
修
・
境
内
整

備
は
小
規
模
で
考
え
、
ま
ず
は
氏
子

地
域
に
住
む
方
へ
、
氏
神
様
の
存
在

を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
社
報
を
配
布

し
、
看
板
を
立
て
て
所
在
地
を
明
ら

か
に
し
て
、
正
月
や
お
祭
り
に
は
一

人
で
も
多
く
の
氏
子
に
参
拝
頂
け
る

よ
う
に
と
努
め
て
い
ま
し
た
が
、
し

か
し
平
成
十
年
の
二
月
神
社
本
庁
で

行
わ
れ
た
振
興
対
策
指
定
神
社
中
間

報
告
の
会
合
に
参
加
し
他
の
神
社
の

振
興
内
容
を
見
ま
す
と
、
八
割
以
上

が
社
殿
の
改
修
や
祭

り
の
復
興
（
共
に
か

な
り
の
費
用
を
要
す

る
事
業
）
内
容
ば
か

り
、
目
標
の
差
が
大

き
す
ぎ
て
恥
ず
か
し

く
、
情
け
な
く
思
い

小
さ
く
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
本
庁
講
師

の
先
生
方
の
お
話
を

聞
い
て
い
く
う
ち
に
、

当
初
の
目
標
で
良
か

っ
た
ん
だ
」
と
思
い

直
し
ま
し
た
。
そ
し

て
帰
っ
て
か
ら
は
尚

一
層
、
氏
神
様
と
氏
子
の
結
び
つ
き

を
強
化
す
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
。

途
中
、
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
こ
と

も
屡
々
あ
り
ま
し
た
が
幸
い
平
成
二

年
よ
り
千
歳
楽
が
復
興
さ
れ
て
お

り
、
地
元
青
年
団
の
熱
心
な
奉
仕
に

よ
り
、
年
々
賑
や
か
な
祭
典
に
な
っ

て
き
て
い
た
事
礼
納
付
所
等
の
設
置

に
よ
り
境
内
が
少
し
ず
つ
で
は
あ
り

ま
す
が
整
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

こ
れ
は
振
興
対
策
に
指
定
を
受
け
る

よ
り
前
か
ら
で
す
が
、
氏
神
様
を
一

番
に
考
え
て
く
だ
さ
る
総
代
さ
ん

と
、
毎
朝
境
内
を
清
掃
し
て
く
だ
さ

る
ご
婦
人
方
の
お
陰
を
持
ち
ま
し

て
、
時
々
遠
方
よ
り
参
拝
さ
れ
る
方

に
「
境
内
が
き
れ
い
で
す
ね
」
と
言

葉
を
頂
い
た
時
に
本
当
に
有
り
難

く
、
う
れ
し
く
思
う
今
日
で
す
。

今
後
と
も
、
皆
様
の
ご
指
導
・
ご

鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

第八期神社振興対策の
期間を終えて

百射山神社 宮司　平田芳樹

十
一
月
五
日
、
岡
山
県
い
さ
お
会

館
「
末
広
の
間
」
に
お
い
て
開
催
し

た
。第

一
部
の
神
事
で
は
、
神
社
庁
本

郷
弘
之
参
事
を
斎
主
と
し
て
、
神
社

庁
根
石
録
事
、
岡
山
縣
護
國
神
社
権

禰
宜
藤
本
・
渡
邊
の
両
神
職
が
祭
員

と
し
て
奉
仕
し
た
。
雅
楽
演
奏
の
裡

に
厳
肅
に
斎
行
さ
れ
た
。

祭
り
の
主
岡
山
県
神
社
庁
湯
浅
正

敬
庁
長
以
下
・
役
員
・
支
部
長
・
頒

布
従
事
者
約
九
十
名
が
参
列
し
た
。

小
憩
の
後
、
第
二
部
と
し
て
、
平

成
十
年
度
神
宮
大
麻
頒
布
優
良
者
の

表
彰
に
移
り
、
神
宮
大
宮
司
表
彰
者

は
、
特
別
優
良
従
事
者
と
し
て
　
児

島
支
部
・
鴻
八
幡
宮
　
河
本
貞
紀
宮

司
が
、
優
良
従
事
者
と
し
て
、
津
山

支
部
・
奥
津
神
社
岡
本
光
正
宮
司
他

九
名
と
、
玉
島
支
部
・
長
尾
神
社
役

員
田
辺
寛
氏
他
四
名
、
優
良
支
部
と

し
て
、玉
島
支
部
・
御
津
北
支
部
が
、

そ
れ
ぞ
れ
表
彰
状
と
記
念
品
を
授
与

さ
れ
た
。

続
い
て
、
岡
山
県
神
社
庁
長
表
彰

と
し
て
、
規
程
四
条
一
項
該
当
神
社

百
五
社
と
、
支
部
表
彰
と
し
て
、
川

上
郡
支
部
と
邑
久
西
大
寺
支
部
が
、

そ
れ
ぞ
れ
受
賞
し
た
。

第
三
部
の
談
合
会
で
は
小
田
郡
支

部
の
藤
井
順
介
明
剱
神
社
禰
宜
と
、

岡
山
支
部
の
佐
々
木
講
治
玉
井
宮
東

照
宮
宮
司
が
、
頒
布
従
事
の
苦
心
談

を
披
露
し
た
。

平
成
十
一
年
度

神
宮
大
麻
・
暦
頒
布
始
祭
並
び
に
表
彰
式
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私
が
新
潟
へ
転
勤
に
な
っ
て
一
番

強
く
感
じ
た
こ
と
は
、
お
宮
に
奉
仕

す
る
神
職
は
、
そ
の
地
域
の
氏
子
や

崇
敬
者
の
方
々
に
親
し
ま
れ
、
ま
た

頼
ら
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

様
に
な
る
た
め
の
一
番
望
ま
し
い
形

は
、
神
職
が
お
宮
の
近
く
に
住
む
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
が
、
す
べ
て
の

神
職
が
そ
う
す
る
と
い
う
の
は
大
変

困
難
な
こ
と
で
、
私
の
場
合
は
、
今

住
ん
で
い
る
所
と
お
宮
の
あ
る
場
所

と
が
た
い
へ
ん
遠
い
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
ま
だ
氏
子
の
方
々
全
員
に

は
顔
を
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
逆
に

私
も
氏
子
の
方
々
の
顔
も
名
前
も
ほ

と
ん
ど
分
か
ら
な
い
と
い
っ
た
状
態

で
あ
る
。
だ
か
ら
私
が
正
階
の
階
位

を
い
た
だ
い
て
、
八
幡
宮
の
神
職
に

な
る
と
、
ま
ず
は
今
ま
で
よ
り
も
お

宮
に
上
が
る
回
数
を
増
や
し
て
、
お

祭
り
の
手
伝
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

以
外
の
行
事
に
も
奉
仕
す
る
よ
う
に

し
て
、
氏
子
の
方
々
と
接
す
る
こ
と

の
で
き
る
機
会
を
た
く
さ
ん
つ
く

り
、
少
な
く
と
も
総
代
さ
ん
や
役
員

の
方
々
の
名
前
と
顔
ぐ
ら
い
は
覚
え

て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
。

ま
た
、
神
社
に
は
た
く
さ
ん
の
神

様
が
ま
つ
っ
て
あ
る
が
、
氏
子
や
崇

敬
者
の
方
々
な
ど
神
職
で
は
な
い
一

般
の
方
が
神
社
に
神
様
が
い
ら
っ
し

ゃ
る
と
感
じ
る
の
は
、
ま
ず
視
覚
的

な
所
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
神
社
に
は
た
く
さ
ん
の
神
様
が

ま
つ
っ
て
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ

れ
は
人
の
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
で
も
氏
子
や
崇
敬
者
の

方
々
が
神
社
に
は
神
様
が
い
ら
っ
し

ゃ
る
と
信
じ
て
お
参
り
に
来
て
下
さ

る
の
は
、
神
社
の
境
内
の
森
の
木
々

や
お
社
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
建
築
物

な
ど
す
べ
て
が
醸
し
出
し
て
い
る
荘

厳
な
雰
囲
気
が
、
参
拝
者
の
方
々
に

神
様
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
お

宮
に
奉
仕
す
る

神
職
と
し
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
神

社
の
神
社
特
有

の
雰
囲
気
を
こ

わ
さ
な
い
よ
う

に
、
日
頃
か
ら
、

特
に
お
祭
の
日

な
ど
は
、
お
宮

の
外
で
も
服
装

を
正
し
、
言
動

に
気
を
つ
け
て

行
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、

昔
か
ら
伝
わ
っ

て
来
た
各
々
の

お
宮
の
伝
統
や

し
き
た
り
と
い

っ
た
よ
う
な
物

を
、
変
え
る
こ
と
無
く
正
し
く
伝
承

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
ま
た
、
神
社
の
境
内
の
森
に
し

て
も
、
都
会
で
な
く
と
も
色
々
な
開

発
で
ど
ん
ど
ん
緑
が
失
わ
れ
て
き
て

い
る
今
日
、
神
社
に
あ
る
森
は
砂
漠

化
し
つ
つ
あ
る
都
会
の
オ
ア
シ
ス
と

な
る
べ
く
、
神
社
の
景
観
を
損
わ
な

い
よ
う
に
、
神
社
の
神
職
が
責
任
を

持
っ
て
、
で
き
る
限
り
自
然
林
の
ま

ま
で
残
し
、
地
域
の
人
達
が
、
集
い
、

人
と
人
と
の
大
き
な
和
が
広
が
っ
て

い
く
よ
う
な
森
に
し
て
、
守
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

ま
た
、
神
職
が
お
宮
に
奉
仕
す
る

上
で
大
切
な
事
は
、
ま
ず
第
一
に
、

神
道
ま
た
は
神
に
奉
仕
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
祝
詞
を
奏
上
し

た
り
、
例
祭
・
新
年
祭
・
新
嘗
祭
と

い
っ
た
大
祭
や
、
歳
旦
祭
・
元
始

祭
・
紀
元
祭
と
い
っ
た
中
祭
や
、
ま

た
は
そ
れ
ら
以
外
の
小
祭
と
い
っ
た

い
ろ
い
ろ
な
お
祭
り
に
奉
仕
す
る
こ

と
が
最
も
重
要
な
事
で
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
だ
け

が
神
道
な
の
で
は
な
く
て
、
神
道
と

い
う
も
の
は
私
達
が
普
通
に
日
々
生

活
し
て
い
く
中
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ

て
、
例
え
ば
、
朝
・
昼
・
晩
や
そ
の

合
間
に
飲
食
を
し
た
り
、
手
を
動
か

し
足
を
動
か
し
た
り
、
歩
く
こ
と
さ

え
も
神
道
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は

無
く
、
ま
た
、
晴
れ
の
日
に
は
お
日

様
に
日
の
光
を
感
謝
し
、
雨
の
日
に

は
恵
み
の
雨
に
感
謝
す
る
と
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
、
そ
し
て
、
子
は
親
に

孝
養
を
つ
く
し
、
親
は
子
を
慈
し
ん

だ
り
、
ま
た
、
友
達
を
大
切
に
す
る

と
い
っ
た
様
な
事
さ
え
も
神
道
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
神
道
と
は
神
々
の

「
道
」
で
あ
り
、
人
間
の
生
き
方
と

し
て
の
「
道
」
で
あ
る
。
そ
し
て
神

は
心
の
中
に
感
謝
の
眼
を
ひ
ら
く
と

き
、
そ
の
存
在
を
露
に
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
二
に
考
え
ら
れ
る
事

は
、
神
道
の
目
指
し
て
い
る
目
標
と

い
う
の
は
、
世
の
中
に
平
和
と
福
祉

の
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
が
、
古
神
道
以
来
一
貫

し
て
不
変
で
あ
る
神
々
の
御
意
志
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
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◎
社
名
変
更

九
月
二
日

浅
口
郡
寄
島
町

八
幡
神
社

（
安
倉
八
幡
神
社
と
改
称
）

◎
神
社
規
則
変
更

九
月
七
日

岡
山
市
今

今
村
宮

（
第
七
条
中
責
任
役
員
定
数
変
更
）

十
一
月
十
六
日

玉
野
市
胸
上

八
幡
宮

（
事
業
開
始
に
伴
う
規
則
変
更
）

◎
財
産
処
分

七
月
二
日

井
原
市
岩
倉
町

岩
倉
山
神
社

（
県
道
拡
張
工
事
に
伴
い
山
林
売
却
）

七
月
十
九
日

久
米
郡
久
米
南
町
宮
地

山
王
神
社

（
町
道
拡
幅
工
事
に
伴
い
境
内
地
・

山
林
売
却
）

九
月
二
日

都
窪
郡
早
島
町

龍
神
社

（
町
観
光
事
業
に
為
境
内
地
無
償
貸
付
）

九
月
三
日

井
原
市
井
原
町

足
次
山
神
社

（
市
道
改
良
工
事
に
伴
い
境
内
地
・

雑
種
地
・
宅
地
売
却
）

九
月
三
十
日

英
田
郡
英
田
町

奥
神
社

承
認
さ
れ
た
神
社

自
　
平
成
十
一
年
七
月
一
日

至
　
平
成
十
一
年
十
一
月
三
十
日

（
河
川
改
修
国
道
の
拡
張
に
伴
い
山

林
一
部
売
却
）

十
月
一
日

岡
山
市
日
応
寺

八
幡
宮

（
空
港
整
備
関
連
事
業
に
よ
り
山
林

売
却
）

十
月
十
二
日

川
上
郡
成
羽
町

辰
口
八
幡
神
社

（
危
険
木
伐
採
）

◎
主
要
建
物
改
築
及
び
模
様
替
え

八
月
二
十
日

新
見
市
金
谷

天
満
神
社

（
本
殿
、
拝
殿
、
幣
殿
改
築
）

九
月
二
日

都
窪
郡
早
島
町

龍
神
社

（
参
拝
者
便
所
改
築
）

九
月
七
日

岡
山
市
菅
野

松
尾
神
社

（
拝
殿
、
随
神
門
模
様
替
え
変
更
・

手
水
舎
新
築
）

九
月
二
十
四
日

上
房
郡
有
漢
町

鈴
岳
神
社

（
鐘
楼
改
築
・
旧
鐘
楼
移
築
）

十
月
十
二
日

真
庭
郡
落
合
町

天
津
神
社

（
本
殿
、
幣
殿
、
拝
殿
、
随
神
門
、

瑞
垣
模
様
替
え
）

十
一
月
五
日

高
梁
市
落
合
町

阿
部
神
社

（
幣
殿
、
拝
殿
、
祭
器
庫
改
築
）

◎
明
階
（
無
試
験
検
定
）

九
月
二
十
日

小
笠
原
宗
壽

◎
正
階
（
無
試
験
検
定
）

九
月
二
十
日

尾
関
　
當
補

◎
権
正
階(

無
試
験
検
定)

七
月
一
日

内
田
　
久
子

◎
直
階
（
無
試
験
検
定
）

九
月
一
日

志
水
　
義
裕

九
月
二
十
日

粟
井
　
菜
於

粟
井
　
洋
充

石
村
　
奈
美

七
月
一
日

柏
島
神
社
宮
司

亀
山
　
昭
三

八
幡
神
社
禰
宜

小
笠
原
宗
壽

岡
山
県
神
社
庁
駐
在
教
誨
師
を
委
嘱

す
る

九
月
十
日

甲
弩
神
社
宮
司

守
本
　
壯
平

清
實
八
幡
神
社
宮
司
藤
本
　
正
昭

綾
部
神
社
宮
司

易
　
　
淳
臣

由
加
神
社
宮
司

新
庄
　
正
安

神
職
身
分
二
級
上
と
す
る

十
月
三
日

田
井
八
幡
宮
宮
司

萩
野
　
文
二

神
職
身
分
二
級
上
と
す
る

六
月
二
十
五
日

河
本
　
昭
吾

六
月
二
十
九
日

天
神
八
王
子
月
尾
宮
宮
司

松
嶋
　
章
雄

岡
山
市
金
岡
東
町

兼
ね
て
裳
掛
天
満
宮
宮
司
に
任
ず
る

六
月
三
十
日

高
島
神
社
禰
宜

定
金
　
恒
次

願
い
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

七
月
十
三
日

白
國
神
社
権
禰
宜

内
田
　
正
之

高
梁
市
高
倉
町

兼
ね
て
一
宮
神
社
宮
司
に
任
ず
る

七
月
三
十
日

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

井
原
市
大
江
町

兼
ね
て
日
吉
神
社
宮
司
に
任
ず
る

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

井
原
市
下
稲
木
町

兼
ね
て
少
彦
名
神
社
宮
司
に
任
ず
る

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

井
原
市
上
稲
木
町

兼
ね
て
王
子
神
社
宮
司
に
任
ず
る

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

井
原
市
上
稲
木
町

兼
ね
て
道
祖
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

井
原
市
上
稲
木
町

兼
ね
て
明
知
神
社
宮
司
に
任
ず
る

杉
戸
神
社
宮
司

藤
家
　
弘
巳

阿
哲
郡
神
郷
町

兼
ね
て
日
御
前
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
月
二
十
三
日

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

笠
岡
市
笠
岡

兼
ね
て
稲
荷
神
社
宮
司
に
任
ず
る

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

笠
岡
市
篠
坂

兼
ね
て
佐
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

長
澤
神
社
宮
司

黒
坂
　
英
人

笠
岡
市
押
撫

兼
ね
て
荒
神
社
宮
司
に
任
ず
る

貴
布
禰
神
社
権
禰
宜

柳
　
　
宏
人

久
米
郡
久
米
町

貴
布
禰
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
松
尾
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
正
八
幡
宮
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
春
日
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
寺
地
八
幡
宮
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
築
領
八
幡
宮
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
八
幡
宮
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
神
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

任
免

自
　
平
成
十
一
年
六
月
十
五
日

至
　
平
成
十
一
年
十
一
月
三
十
日

階
位
授
与

本
庁
協
賛
員
委
嘱

本
庁
辞
令
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願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
天
津
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
柴
狹
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
日
吉
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

雨
垂
布
勢
神
社
禰
宜

兼
諏
訪
神
社
禰
宜

青
江
　
典
子

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

九
月
二
十
四
日

大
美
彌
神
社
宮
司

兼
高
山
神
社
宮
司

林
　
　
易
二

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

大
美
彌
神
社
宮
司

兼
檜
山
神
社
宮
司

林
　
　
易
二

願
い
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る

九
月
三
十
日

國
司
神
社
宮
司

佐
々
木
武
彦

鳥
取
県
日
野
郡

高
圀
神
社
宮
司
に
任
ず
る

高
圀
神
社
宮
司

佐
々
木
武
彦

新
見
市
千
屋
井
原

兼
ね
て
蓬
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

高
圀
神
社
宮
司

佐
々
木
武
彦

新
見
市
千
屋
井
原

兼
ね
て
國
司
神
社
宮
司
に
任
ず
る

十
月
十
三
日

湯
浅
　
祐
次

苫
田
郡
加
茂
町

軒
戸
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

宇
佐
八
幡
宮
宮
司

大
西
　
定
之

邑
久
郡
邑
久
町
山
手

兼
ね
て
八
幡
宮
宮
司
に
任
ず
る

十
月
十
四
日

榎
本
　
　
眞

井
原
市
井
原
町

井
森
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

八
月
八
日

浅
口
郡
鴨
方
町

八
幡
神
社
宮
司

武
貞
　
　
秀

【
三
級
】（
八
十
五
歳
）

九
月
三
十
日

岡
山
市
北
浦

八
幡
神
社
禰
宜

秦
　
　
　
博

【
三
級
】（
七
十
九
歳
）

十
月
四
日

玉
野
市
田
井

田
井
八
幡
宮
宮
司

萩
野
　
文
二

【
二
級
上
】（
八
十
七
歳
）

十
一
月
六
日

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦

箆
取
神
社
宮
司

岡
部
　
　
健

【
二
級
】（
八
十
二
歳
）

十
一
月
八
日

小
田
郡
矢
掛
町

武
荅
神
社
宮
司

清
水
　
克
巳

【
二
級
上
】（
九
十
五
歳
）

一
日

月
例
祭

九
日

敬
神
婦
人
会
役
員
会

十
三
日

役
員
会

青
少
年
常
任
委
員
会

十
五
日

宗
教
法
人
実
務
研
修
会

（
島
根
県
）

二
十
三
日

神
政
連
県
本
部
監
査
会

日
本
会
議
キ
ャ
ラ
バ
ン

隊
来
岡

二
日

月
例
祭

二
〜
四
日

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

三
日

神
政
連
県
本
部
役
員
会

六
日

八
幡
宮
連
合
総
会

（
鶴
崎
神
社
）

七
日

教
神
協
総
会

十
日

神
政
連
県
本
部
代
議
員

会
（
い
さ
お
会
館
）

十
二
日

大
麻
頒
布
推
進
常
任
委

員
会

十
九
日

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
県
本

部
評
議
員
会
　
総
代
会

監
査
会

二
十
日

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
反

省
会

三
十
日

教
化
教
宣
部
会

一
日

月
例
祭

三
日

班
幣
式

支
部
長
会

六
日

敬
神
婦
人
会
総
会

九
日

表
彰
委
員
会

十
日

総
代
会
役
員
会

総
代
会
評
議
員
会

十
四
日

教
化
事
業
部
会

十
六
〜
十
八
日

神
宮
大
麻
頒
布
始

祭
（
神
宮
）

二
十
一
日

教
化
委
員
会

二
十
四
日

県
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭

台
風
の
た
め
延
期

二
十
七
日

教
化
広
報
部
会

二
十
八
〜
二
十
九
日

職
員
研
修

（
山
口
県
）

一
日

月
例
祭

十
四
日

伝
達
式

二
十
二
日

教
化
広
報
部
会

二
十
六
日

世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教

者
大
会

二
十
七
日

全
国
神
社
総
代
会

（
福
井
県
）

一
日

月
例
祭

四
日

会
計
監
査
会

五
日

神
宮
大
麻
頒
布
始
祭

（
い
さ
お
会
館
）

表
彰
委
員
会
　
身
分
銓

衡
委
員
会

八
日

役
員
会

十
日

神
社
庁
Ｃ
Ｍ
撮
影
（
玉

井
宮
）

十
一
日

祭
祀
委
員
会

十
二
日

団
参
打
合
会

十
七
日

臨
時
協
議
員
会

二
十
二
日

伝
達
式

二
十
五
〜
二
十
七
日

新
穀
感
謝

祭
　
団
体
参
拝

三
十
日

教
化
広
報
部
会

神
道
政
治
連
盟
は
、
今
年
度
結

成
三
十
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

周
年
大
会
を
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
開
催

す
る
こ
と
と
な
り
、
左
記
の
通
り

開
催
致
し
ま
す
。
会
員
各
位
の
参

加
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

記

日
時
　
平
成
十
二
年
三
月
十
三
日
�

午
後
一
時
〜
四
時

場
所
　
広
島
市
郵
便
貯
金
ホ
ー
ル

当
県
本
部
よ
り
バ
ス
二
台
を
用

意
し
ま
す
の
で
、
集
合
場
所
ま
で

の
必
要
経
費
は
各
自
御
負
担
下
さ

い
。参

加
者
取
り
ま
と
め
は
二
月
十

日
迄
に
支
部
長
が
行
い
ま
す
。

神
職
帰
幽

自
　
平
成
十
一
年
七
月
一
日

至
　
平
成
十
一
年
十
一
月
三
十
日

庁
務
日
誌
抄

自
　
平
成
十
一
年
七
月
三
十
日

至
　
平
成
十
一
年
十
一
月
三
十
日

七
月

九
月

十
一
月

十
月

八
月

神
道
政
治
連
盟

結
成
三
十
周
年

記
念
大
会

御
案
内
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平
成
十
二
年
庚
辰
の
年
が
明
け

ま
し
た
。
紀
元
二
六
六
〇
年
・
西

暦
二
〇
〇
〇
年
の
幕
あ
け
で
す
。

十
干
の
庚
は
「
更
る
」
の
意
が

あ
り
、
十
二
支
の
辰
は
「
震
う
」

の
意
が
あ
り
、
震
い
立
ち
、
伸
び

栄
え
る
様
と
か
。
今
こ
そ
国
家
の

在
る
べ
き
姿
、
神
社
界
の
進
む
べ

き
方
針
を
明
確
に
し
て
、
前
進
す

る
第
一
歩
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、国
旗
・
国
歌
法
が
、

成
立
し
て
初
め
て
の
新
年
を
迎
え

た
街
・
町
に
、
何
本
の
日
の
丸
が

掲
揚
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
各

神
社
人
は
氏
子
区
の
実
態
を
調
査

し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

た
だ
法
が
、
成
立
し
て
も
、
こ

れ
を
多
く
の
国
民
が
本
当
に
敬
愛

し
尊
重
す
る
か
否
か
は
、
文
化

的
・
国
際
的
な
意
味
を
ど
れ
だ
け

理
解
す
る
か
に
懸
か
っ
て
い
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
先
ず
神
社
に

国
旗
を
常
掲
し
ま
し
ょ
う
。

教
化
の
一
端
を
荷
負
う
為
に

と
、四
年
前
に
制
作
し
た
C
M
を
、

更
新
し
て
放
送
し
て
お
り
ま
す

が
、
ご
覧
下
さ
っ
て
い
ま
す
か
。

神
宮
大
麻
の
頒
布
と
氏
神
さ
ま
を

崇
敬
す
る
為
の
P
R
放
映
で
す
。

視
聴
し
て
下
さ
っ
た
方
の
感
想

を
お
寄
せ
下
さ
い
。

広
報
部
副
部
長
　
渡
辺
　
宣
也

編
　
集
　
後
　
記

神社庁閉庁
のお知らせ

12月28日（火）
「御用納め」

d
新年1月5日（水）
「御用始め」

熱帯、亜熱帯の植物を世界中から2,500種以上集めた日本最大の
熱帯庭園。12万坪の園内には450種類のヤシがある「植物園」や
「水上楽園」「昆虫標本館」などがあります。

ひめゆりの塔




